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　令和４年３月に発生した福島県沖地震により、市内を通
過する「みやぎ県北高速幹線道路」では路面・のり面の亀裂
や広範囲にわたる路面沈下のほか、田ノ尻橋の伸縮装置が
破損するなどの被害が生じました。このことから、通行車
両の走行性改善と安全確保のため、「全面通行止め（終日）」
による道路段差解消などの災害復旧工事を実施します。

「佐沼北交差点」から「佐沼IC」間の13箇所
舗装亀裂・段差修繕、沈下箇所のかさ上げ、橋

きょう

梁
りょう

伸縮装置修繕など
全面通行止め（終日）
「佐沼北交差点」から「佐沼IC」までの上下線 

（３.６キロメートル）区間
３月１日（水）午前９時～６月９日（金）
県東部土木事務所登米地域事務所（道路建設

班）
☎0220（22）6143
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　社会情勢の変化や高齢化が進む中、相談内容や健康課題が
多様化し、複数の専門職により対応しなければならない事案
が増えています。
　そのため、適切な対応と質の高いサービスの提供を目指し、
４月から、５つの総合支所に保健師・栄養士を配置するブロッ
ク体制により、組織力の強化を図ります。

市民生活部健康推進課（地域保健係）
☎0220（58）2116
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